


香 ||1 自 ム
月 会 安 否 確 認 訓 練 の 流 れ

2019。 7月 香川第一田内会

9月 ,日 (日 )の書否確認調練日僣9時00分に

大地震か発生したことを想定し、調練を開始しきす。
≪自治会員の苦饉へOa■い≫

1.自宅の電気プレーカーを落として下さい(落とす真似で結構です)

2.ガスや火元の安全を確認して下さい。

3.一旦家を出て表。道路に出ましょう。そして組の皆さんと顔を含

わせましょう。組で事前に集合場所を決めてお<のも一工夫です。

一例― ごみ集積所。組長宅前。○○さん前・△△公園等

4.組長さん(安否確認者)に「無事」である事を報告をして下さい。

5.訓練日に不在になる方は、事前に組長に不在の旨を連絡して下さい。

≪饉長さん(書否嗜諄者)へ0お願い≫
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1.後日お渡しします「組名簿」により、表に出ている組内の方の

安全の確認をお願いします。

2.表に出ていない組内の方で、不在の連絡を受けている場合は声

掛けは不要ですが、連絡を受けていない場合はお声掛けして<ださい。

3。 「組名簿」の安否確認欄に「○」「無事」「未確認」のいずれかを

書き入れて下さい。

4.町内災害拠点に名簿を持参し、安否確認結果を報告して下さい。

≪町自資害拠点で飾 うここ≫
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1.市営住宅7号棟際の児童遊園公園に町内災害拠点を設置します。

2.責任者は、8:∞までに「町内災害拠点」を自治会本部に設置を連絡します。

3.各 組長 (安否確認者)から「安否確認報告」を受け、「集計用紙- 1」

に記入します。

4.10:∞ (中間報告)及び11:∞ (最終報告)に、「集計用報告用紙」|こ より、

自治会本部に報告します。

5.災害拠点責任者は「火災発生の有無」を確認する為、監視者を2名指名し、

町内の高層建物へ赴<ことを指示します。⇒町内災害拠点に火災の有無を報告
6.報告の無い組の把握と、役員による安否確認を実施します。

7.組長との意見交換、アンケートの実施、記念品配布。

※全組安否確認終了後、各町内毎本部の指示により拠点撤収
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1.指定された役員は、自治会館に集合し「香川自治会災害本部」を設営、

8:∞までに「町内災害拠点」が設置されていることの確認をします。

2.本部責任者は。9:∞に訓練開始の含図「打ち上げ花火」の指示をします。
3.各町内災害拠点からの報告 (10:∞,11:00)を受けます。
4.火災発生状況の報告を受け、その他必要事項を田内災害拠点へ連絡します。

5.自治会役員は町内会役員の報告内容を集計し、市災害対策本部に報告する

とともに道路状態、火災の有無などの各種情報の把握に努めること。又、各町

内拠点へ必要な情報の提供を行う。


